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まちからのお知らせ

ご
存
じ
で
す
か

国
民
年
金
推
進
員
さ
ん

国民年金

「
明
日
の
あ
な
た
を
考
え
て
･
･
･

年
金
は
あ
な
た
が
主
人
公
で
す
」

1
1
1
1

一
月
6
日
か
ら
1
2日
は
「
年
金
週

間
」
で
す
。

い
1
1
月
2
7日
に
山
口
市
民
館
で
開

催
さ
れ
る
『
山
口
県
社
会
保
険
大

会
』
に
お
い
て
、
日
置
町
の
自
治

会
納
付
組
織
が
長
年
の
事
業
実
績

を
認
め
ら
れ
、
社
会
保
険
庁
長
官

表
彰
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
古
市
上
の
上
田
久
子
推
進
員

さ
ん
が
、
代
表
で
こ
の
大
会
に
出

席
さ
れ
ま
す
。

各
自
治
会
の
推
進
員
さ
ん
の
地

道
な
活
動
が
、
県
下
ト
ッ
プ
ク
ラ

ス
の
日
置
町
の
国
民
年
金
保
険
料

納
付
率
を
支
え
て
い
る
の
で
す
。

保
険
料
の
納
付
方
法
は
推
進
員

さ
ん
に
よ
る
徴
収
と
、
口
座
振
替

を
実
施
し
て
い
ま
す
。
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

住
み
慣
れ
た
家
庭
や
地
域
で
、

す
こ
や
か
で
安
心
し
て
生
活
を
送

っ
て
い
た
だ
く
た
め
に
、
年
金
を

自
分
自
身
の
老
後
生
活
の
基
盤
と

し
て
、
認
識
し
、
将
来
無
年
金
者

と
な
ら
な
い
た
め
に
も
、
皆
さ
ん

自
ら
も
う
一
度
年
金
に
つ
い
て
考

え
て
み
ま
し
ょ
う
。

平
成
8
年
度
国
民
年
金
推
進
員

(
敬
称
は
略
し
ま
す
)

宮
本

司
(

黄
波
戸
)

吉
野
勝
幸
(
黄
波
戸
口
)

柴
田

敏
雄
(

堀
田
)

上
田

久
子
(

古
市
上
)

岡
崎

晃
子
(

古
市
下
)

上
田

久
子
(

新
町
)

橘

実
千
代
(
原
小
路
)

後

隆
雄
(

大
内
山
下
)

林

清
子
(

向
田
)

長
藤

一
嘉
(

川
原
)

沖
原

ト
マ
子
(
野
田
北
)

上
田

ス
ミ
子
(
野
田
南
)

大
中

秀
征
(

長
行
)

高
見

耐
子
(

雨
乞
)

児

童
手

当

請
求
は
お
済
み
で
す
か

児
童
手
当
は
、
3
歳
未
満
の
児

童
を
養
育
し
て
い
る
人
に
支
給
さ

れ
ま
す
。
家
庭
に
お
け
る
生
活
の

安
定
と
、
次
代
の
社
会
を
担
う
児

童
の
健
全
な
育
成
及
び
資
質
の
向

上
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

児
童
手
当
の
支
給
は
、
認
定
請

求
を
し
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月

か
ら
開
始
さ
れ
、
支
給
事
由
の
消

滅
し
た
日
の
属
す
る
月
分
で
終
わ

り
ま
す
。

な
お
手
当
は
、
毎
年
2
月
、
6

月
、
1
0月
に
そ
れ
ぞ
れ
の
前
月
分

ま
で
が
各
期
月
の
7
日
に
口
座
振

込
さ
れ
ま
す
。

児
童
手
当
の
月
額
は

○
第
1
子
5

千
円

○
第
2
子
5

千
円

○
第
3
子
以
降
1

万
円

で
す
。

た
だ
し
、
前
年
の
所
得
が
一
定

額
以
上
の
場
合
に
は
、
所
得
制
限

に
よ
り
、
児
童
手
当
は
支
給
さ
れ

ま
せ
ん
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、
役

場
福
祉
係
へ
お
問
い
合
わ
せ
下
さ

い
。

戦
傷
病
者
等
の
妻
の
方
に

特
別
給
付
金
が
支
給
さ
れ
ま
す

受
付
期
間

平
成
8
年
1
0月
1
日

~
平
成
1
1年
9
月
3
0日

◎
特
別
給
付
金
国
債
の
最
終
償
還

を
終
え
た
戦
傷
病
者
等
の
妻
の
方

に
、
改
め
て
特
別
給
付
金
が
国
債

に
よ
り
支
給
さ
れ
ま
す
。

◎
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特

別
給
付
金
を
平
成
8
年
5
月
ま
で

受
給
し
た
が
、
夫
で
あ
る
戦
傷
病

者
が
平
成
5
年
3
月
3
1日
ま
で
に

死
亡
し
て
い
る
場
合
、
そ
の
妻
の

方
に
特
別
給
付
金
が
国
債
に
よ
り

支
給
さ
れ
ま
す
。

○
戦
傷
病
者
が
公
務
傷
病
等
に

よ
り
死
亡
し
た
た
め
、
そ
の

妻
が
公
務
扶
助
料
等
を
受
け

て
い
る
場
合

☆
戦
没
者
等
の
妻
に
対
す
る

特
別
給
付
金

○
夫
で
あ
る
戦
傷
病
者
が
公
務

傷
病
等
以
外
で
死
亡
(
平
病

死
)
し
た
場
合

☆
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す

る
特
別
給
付
金
(特
例
給
付

金
)請
求
手
続
き
や
金
額
等
詳
細
な

内
容
に
つ
い
て
は
、
役
場
福
祉
係

(
3
7
)
2
1
1
1に
お
問
い
合
わ

せ
下
さ
い
。
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